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第３回 静岡県総合教育会議 議事録 

 

１ 開 催 日 時  平成 29 年 12 月 20 日（水） 午後４時から５時 45 分まで 

 

２ 開催の場所  県庁別館８階第１会議室Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 

 

３ 出 席 者  知      事   川 勝 平 太 

        教   育   長   木 苗 直 秀 

        委      員   斉 藤 行 雄 

        委      員   興   直 孝 

                委      員   渡 邉 靖 乃 

        委      員   藤 井  明    

        委      員   加 藤 百合子 

 

        地域自立のための「人づくり・学校づくり」 

        実践委員会委員長   矢 野 弘 典 

 

 

 

事  務  局： ただいまから、平成29年度第３回総合教育会議を開催いたします。 

本日はお忙しい中、御出席賜り、誠にありがとうございます。 

私は、本日司会を務めます、文化・観光部総合教育局の長澤と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

本日の議事は、「有徳の人」づくりに向けた就学前教育の充実、次期

「教育に関する『大綱』」と「県教育振興基本計画」であります。 

なお、本日もこの会議の模様はインターネットで配信しております。

開会に当たりまして、知事から御挨拶申し上げます。 

 

川 勝 知 事： どうも皆様方、御多用中、御出席賜りましてありがとうございます。

特に矢野委員長におかれましては、地域自立のための「人づくり・学校

づくり」実践委員会委員長として委員長職を務めていただいております

けれども、今日は御出席いただきましてありがとうございます。 

 今、今日の議題について御紹介ございましたけれども、教育大綱を決

めるということで、地域の自立の基礎は、私は教育からというふうに思

っております。あるいは地域が新しく生まれ変わるためにも、これは教

育からだと。これは１万円札に謳われているとおりですね。１万円札に

は直接謳われてはおりません。福沢諭吉という肖像がシンボルとなって

いるのは、国の自立の基礎は一人一人の自立にあると。一人一人の自立

は実践的な学問にあるということ、実はこれが日本のアイデンティティ

ーなのですね。 

今、地方創生ということになりまして、教育委員会の、またこの総合
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教育会議の役割は極めて重要であると。恐らく、そういう意を呈して今

日まで、どのぐらいになりますか、７年間ですかね、興先生には、お務

めいただきましたけれども、70代も半ばを迎えることになられまして、

今回で御退任ということになるのは残念ではありますけれども、そうし

た気持ちは、興先生ほか、私どもも共通するところではないかと思って

おります。 

 ここは執行機関でありますから、教育、自立を通して、いかにして学

識を高める、机の上の勉強だけではなくて、技芸を磨く、実学も併せて

重要で、いや、むしろそちらの方がこれから重要ではないかと。 

 多くの方々はホワイトカラーであり、ホワイトカラー優先の時代とい

うのも時代が要請したものでありますけれども、今、多くの若者が内外

から関心を持っているのは、特に開発途上国の青年たちが関心を持って

いるのは、日本のいわば実学でありまして、物理学がどれだけできるか

とか、国際政治、国際関係論について学ぶというよりも、日本の現実に

学ぶということでございまして、その現実を支えているのは人であり、

その人が持っている技芸を学ぶと。そういう技芸をしている人たちをブ

ルーカラーとか言っていたわけですけれども、ブルーカラー、それから

グリーンカラー、オレンジカラー、さまざまなカラーを持っている、そ

ういう個性を持っていることの方が重要ではないかと。ホワイトカラー

優先時代を終えたいと私は強く思っておりまして、そうした事柄が、い

わばこれまで保健とか、体育とか、あるいは家庭だとか、音楽だとか、

どちらかというと英数国理社に対しまして副次的に、そしてまた、そう

いうことをやりたいという少年・少女たちが行く、いわゆる実学の学校

が、公立だけでも42ありますけれども、そうしたものが、いわゆる拠点

校に比べると、見劣りがするがの如くに見ている世間の通念があると。

これを潰したいというふうに、私は個人的に思っております。 

 しかしながら、これをどのように皆様方がお考えになり、教育の自立

を通して地域を自立させていくかということをここでお決めになって、

これから静岡県の教育の方針になるわけであります。 

 今日は極めて重要な議題が２つございますので、どうぞよろしく御議

論賜りますようにお願い申し上げまして、冒頭の挨拶といたします。よ

ろしくお願いします。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

 次に、木苗教育長から御挨拶をお願いいたします。 

 

木 苗 教 育 長：  皆さん、こんにちは。 

 そしてまた、今日は実践委員会の矢野委員長様には、御多忙の中お越

しいただきましてありがとうございます。そして５名の委員の先生方に

は、ぜひいろいろ闊達な御意見をいただけたらと思います。 

 それで、本日の議題であります「有徳の人」づくりに向けた就学前教



3/30 

育の充実ということですが、今、知事のお話にもありましたように、教

育は極めて大切であるということは論を待たないわけですけれども、第

３回の地域自立のための「人づくり・学校づくり」実践委員会でも熱心

に御討論いただいておりますので、また後ほどその件についてもお話し

いただけると思いますが、いろいろと御議論いただいたことに感謝申し

上げます。 

 さて、私たち、ここにいらっしゃる５名の教育委員の先生と私は、12

月13日に、毎年やっている移動教育委員会ということで、初めて幼稚園

に行ってきました。御前崎にありますさくらこども園というところで、

実際にはゼロ歳児から315名ですね、先生方が35名という、広いスペース

で、僕もびっくりしました。幼稚園でこんなに広いところがあるのだ

と。隣に小学校が併設されておりますので、幼稚園と小学校とが非常に

行きやすい、小１ギャップもなくなりそうだという感じがいたしまし

た。 

 さて、我々特徴的な教育を、いろいろやっていきたいということで、

今、こういうようなことでスクラムを組んでやろうとしておりますけれ

ども、この幼稚園自身が、いわゆる幼稚園と小学校の枠を超えて教職員

の研修を一緒にやるとか、新しい発想でいろいろやってくださっている

というところも学びましたので、そういう点では、これからこういうふ

うな幼児教育も、我々にとって極めて参考になる資料であったなと思い

ます。 

 さて、県教育委員会では、全ての子供たちに質の高い幼児教育、ある

いは保育の提供を行うために、昨年の４月ですけれども、義務教育課内

に幼児教育センターを設置しまして、今スタッフが６名おりますけれど

も、保育所を統括する健康福祉部、あるいは私立幼稚園を所管する文

化・観光部とも連携いたしまして幼児教育の推進を図っております。 

 今後も幼稚園、小学校等の円滑な接続に向けて、市町における幼児教

育アドバイザーの設置、あるいは接続カリキュラムの作成を推進してい

きたいと考えております。 

 また、２番目の議題になっております、次期「教育に関する「大

綱」」と「教育振興基本計画」についてでありますけれども、これにつ

いては、今後の県教育行政の基本的な方針となるもので、教育現場の課

題解決につながる施策、あるいはグローバル化や情報化の進展など、社

会情勢の変化に対応した施策を盛り込んでいきたいと考えております。

 本日御出席いただいた矢野委員長様には、そういうことから実践委員

会で、あるいは県教育振興基本計画推進委員会の御意見をいただき、静

岡県の子供たちの健やかな成長をさらに支援できるような意見交換、議

論の場にしていただけたらありがたいなと思っています。 

 これからの静岡県の教育の未来を見据えた議論を知事とともに行うこ

とにより、教育委員会だけではない議論、前向きで実のある議論ができ

るように進めていただけたらありがたいと思っています。どうぞよろし
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くお願いいたします。ありがとうございました。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

 それでは議事に入りたいと思います。 

 これからの議事進行につきましては、川勝知事にお願いいたします。

よろしくお願いします。 

 

川 勝 知 事：  それでは、次第に基づきまして、本日の議事を進行いたします。 

 まず１つ目の議題であります、「『有徳の人』づくりに向けた就学前

教育の充実」から協議したいと思います。 

 事務局から資料の説明をお願いします。 

 

事  務  局：  それでは、事務局から説明いたします。 

 お手元の資料の次第から２枚めくっていただきまして、１ページ、資

料１を御覧ください。 

 本日の協議事項に関する論点でございます。 

 「有徳の人」の育成には、幼児期から基本的な生活習慣やモラルやマ

ナー、豊かな人間性を育成する必要があります。 

 特に幼稚園、保育所、認定こども園等では、家庭では体験できない活

動を通じ、小学校以降の生活や学習の基盤を培う必要があります。 

 そこで、論点１は、豊かな感性を育む幼児教育の推進として、個々の

幼稚園等が行っている教育・保育を、社会総がかりでより一層充実した

ものにするために、県としてどのような取組が必要かについて御意見を

いただければと存じます。 

 下の論点２につきましては、幼稚園等と小学校の連携推進として、小

学校に入学した子供が学校生活になじめない、いわゆる小１プロブレム

等の課題に対応するため、幼稚園等と小学校の連携強化に向け、県とし

てどのような取組が必要かについて御意見をいただければと存じます。

 この論点につきましては、地域自立のための「人づくり・学校づく

り」実践委員会におきまして御協議いただきました。 

 実践委員会の御意見については、２つの論点に分けて、実践委員会の

総括としてまとめてございますので、この内容は、後ほど矢野実践委員

会委員長から御説明いただきます。 

 次に、資料の５ページを御覧ください。 

 資料２でございます。 

 資料２として、県教育振興基本計画における就学前教育の充実に関す

る施策とその位置づけを、次の６ページにかけてまとめてございます。

 次に、別冊になります。すみません、別冊の参考資料、平成29年度第

３回総合教育会議の参考資料という、ちょっと厚目の資料を御覧くださ

い。 

 １ページをお開きください。 
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 まず、全国の幼稚園などに通う年長児を持つ保護者を対象にした調査

によりますと、１．幼稚園などへの入園を決めた理由について、「家か

ら近い」「給食がある」などの利便性の高さが入園を決めた理由として

多く上げております。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 ３にございますとおり、幼稚園の環境などの印象については、園に

「安心できる雰囲気がある」「先生の言葉かけが温かい」、「さまざま

な表現活動をする」などについては七、八割の保護者が「当てはまる」

と回答しておりますが、一番下の「地域の子育ての支援の拠点になって

いる」は５割弱となっております。 

 次に、下の４のグラフを御覧ください。 

 県内の幼稚園・保育所等に通う４歳児の保護者を対象にした調査によ

りますと、約95％が子育ての悩みについての「家族以外の支援者がい

る」と回答しており、具体的には、同じ年の子供を持つ保護者仲間、勤

め先の人や自分の友達という回答が多くなっております。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 本県の就学前教育の充実に関する取組についてまとめてございます。

 最初に、１の表にありますように、就学前教育・保育の場を大まかに

分類しますと、幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育の４つの類

型がございます。 

 この４つにつきましては、国が定めた認可基準をクリアして、県など

の認可を受けた施設でございまして、国や自治体から運営費等が支給さ

れております。 

 これらの県内の施設数は、２の表の記載のとおりでございます。 

 次の６ページから９ページまでにつきましては、就学前教育に関する

本県の取組事例をまとめた資料になっております。 

 10ページを御覧ください。 

 横長の表でございます。 

 10ページからは、教育委員会で実施している幼児教育連携推進事業に

ついてまとめた資料です。 

 10ページの左の図でございますが、これは幼・小の接続がうまくいか

ず、いわゆる小１プロブレムが発生している状態であります。右の図

は、幼・小が１つの三角形となっているのが円滑に接続されている状態

を示しております。 

 右の状態とさせるための取組として、右の三角形の下に記載されてお

ります幼児教育アドバイザー等を小学校や幼稚園へ派遣する事業や、図

の中央の矢印で示されている接続モデルカリキュラムとして、幼・小の

教育に連続性や一貫性を持たせるための取組を推進しております。 

 これらの取組の細かい説明資料については、次の11ページから14ペー

ジまで添付してございます。 

 最後に、その他の資料といたしまして、子ども・子育て支援新制度な



6/30 

ど、幼稚園等の施設についての資料、なるほどＢＯＯＫ「すくすくジャ

パン！」、幼児教育センターの資料で、「平成28年度幼児期の教育と小

学校教育の円滑な接続に関する調査分析について」、また、具体的な幼

稚園等の事例として、認定こども園の御前崎市立さくらこども園と、私

立幼稚園の焼津幼稚園のカラー刷りの資料、以上をお配りしております

ので、あわせて御参照いただければと存じます。 

 以上で事務局からの説明を終わります。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 それでは、まず実践委員会を代表しまして、矢野委員長から実践委員

会での協議内容に触れていただきながら、御意見を頂戴したいと存じま

す。 

 

矢 野 委 員 長：  実践委員会で委員長を務めております矢野でございます。 

 毎回このような場を設けていただきまして、大変感謝しております。

また、実践委員会の折には、先生方にも御陪席賜って、一部始終をお聞

きいただいて、これまた大変感謝しているところでございます。 

 そのような形で連携を深めて、県の教育のあり方というものを考えて

いくということは、とても大事なことだと思います。 

 さて、この実践委員会では、11月１日に「有徳の人」づくりに向けた

就学前教育の充実について協議いたしまして、委員の皆様からすばらし

い意見をたくさんいただきましたので、その主なものを御紹介いたしま

す。 

 先ほど御説明がありました１ページの資料１を御覧いただきたいと思

います。 

 実践委員会の総括といたしましては、論点１については４つ、ここに

記載のとおりでございますが、論点２につきましては３つにまとめて記

載しております。 

 このもととなります各委員の皆さんの具体的な御意見が、次の２ペー

ジ以降に記載されておりますので、１ページをざっとお目通しいただい

た上で、２ページ以降について御説明を申し上げます。 

 論点１の豊かな感性を育む幼児教育の推進につきましては、まず幼児

教育のポイントに関する意見として、コミュニケーション能力や基本的

生活習慣などを身につけるのは幼児期である、あるいは子供の自立に

は、何事も経験させることが重要というような意見がございまして、私

自身のこれまでの経験からも、小さいころの原体験は必ず生きてくるの

で、大人の目で型にはめ過ぎない教育が必要であると、このように感じ

ております。 

 次に、親への教育に関する意見として、子供が生まれ持っている天才

的な能力を潰さず伸ばすには、母親に対する教育が必要である、あるい

は父親に子供が生まれてからのことを想像させるなど、父親への教育も
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必要など、子供たちを正しく育てていくには、親に対する教育が必要で

あるとの御意見をいただきました。 

 ３ページを御覧ください。 

 地域ぐるみの幼児教育の推進に関する意見といたしまして、母親だけ

ではなく、その周囲も含め勉強するグループや、幼稚園などが地域交流

できる仕組みができると良い、あるいは高齢化も含めた地域の子育て経

験者の方が、次のサポートの担い手となるような、地域ぐるみで循環し

ていく体制づくりができると良いなどの御意見がありました。 

 次に、幼児教育に関するその他の提言として、本気で幼児教育につい

て議論していることが大事である、あるいは、マレーシアの例でありま

すが、マレーシアの保育園の取組は先進的であり、企業内保育園等に対

する支援も必要ではないか、あるいは幼児期の感性を育むには、絵本に

よる情操教育が欠かせないので、保護者である在住外国人と図書館をつ

なげる仕掛けが必要であるというような御意見をいただきました。 

 ４ページを御覧ください。 

 論点２の幼稚園等と小学校との連携推進に関するものでございます。

 幼稚園などと小学校の接続に関する意見として、幼稚園と保育園は性

質が違い、またそれぞれに違いがあるものである、この認識に立った上

で、その違いを埋める方策として、小１クラスのサポート役として地域

の高齢者やボランティアなどの活用、あるいは小学校の教員等による幼

稚園、保育園での職場体験の事例の御紹介等をいただきました。 

 また、幼稚園と小学校等がスムーズに接続するために県が進めている

取組はすばらしいものがありますので、今後も事業を継続してほしいと

の御意見もいただきました。 

 また、加えまして、定住外国人の子供たちは、学校での集団生活にな

じめないことが多いので、幼稚園等の就学前の段階で学校を疑似体験さ

せるような、幼・小接続の仕組みを検討してほしいという御意見も頂戴

いたしました。 

 私自身は、御前崎の認定こども園、それから保育園・幼稚園など、い

ろいろ見学させていただきましたが、やはり、その施設の非常に充実し

ている原因というのは、施設そのものもありますけれども、先生方の大

変熱心な御指導というものがあって、大きな役割を果たしている部分が

あるということを実感いたしました。 

 認定こども園という形をとれるところもあるし、そうでないところも

あるわけですが、それぞれの事情をよく確かめまして、それぞれに必要

なアドバイスをしていく必要があるのではないかと、このように感じて

おります。 

 以上、実践委員会の御意見を７つに総括したものが、資料に戻ってい

ただきまして、１ページに記載のとおりでございますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 
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川 勝 知 事：  矢野委員長、ありがとうございました。 

 それでは、今回のこの議題につきまして、どなたからでも御意見を賜

ればと存じます。 

 いずれ全員の方に御発言いただきますが、レディファーストで。 

 

渡 邉 委 員：  レディファーストと言っていただきましたので、初めに発言させてい

ただきます。 

 私も先日御前崎に伺って、子供たちが本当に健やかに元気いっぱい、

世代別にその子たちに合った環境の中で指導を受けているという、一緒

に過ごしている様子を見て、こういう形が全県的に広まっていったらい

いなと思って帰ってまいりました。 

 その中で、やはり先生方とお話しした中で出てきたところが、やはり

幼保というところで、入ってくる時にはわからないような障害のような

ものというのでしょうか、その子自身の特徴というところが幼稚園に入

ってきて出てしまって、個別の支援が必要な子たちが出て、やはりその

子たちにかかり切りになってしまうような時に、他の子たちに目が行き

届かないような場面も出てきてしまうので、その場に応じた適切な人を

配置できるような裁量といいますか、予算といいますか、人手が欲しい

ということもおっしゃっていました。 

 やはり幼稚園、保育園、こども園というところは、障害であるとか、

あともっと広げていいますと児童虐待、そのようなものを早期発見する

というところで大きな役割を果たす場所でございますので、本当に人が

必要です。そういうものを最初に発見した時に、しっかりとその関係の

機関につなげて、必要な支援をする体制をつくるというシステムをしっ

かりと構築していくことが必要ではないかと思いました。 

 幼稚園・保育園に通っている子たちは良いのですが、現在、３歳・４

歳・５歳の子供たちで、幼稚園・保育園に行っていない子供が全国で20

万人いるというデータがございます。静岡県の中でも、小学校に義務教

育の声が掛かるまで幼児教育というものを受けていない子たちがいる。

理由はいろいろあるかと思いますが、やはり、その層に対してどのよう

に支援を届けるか、どのように幼児教育という枠組みの中に取り込んで

いくかという工夫も、今後必要になってこようかと思います。 

 これまで幼・保・こども園というシステムに対してだったものが、も

う一つ、家庭教育支援というものが、こちらの論点１の実践委員会の中

の声にも出てまいりました。これですね、幼児教育というのは幼稚園・

保育園に入った日から始まるものではなくて、やはり遡っていきます

と、その子がお母さんのおなかに授かった時から、もっと言いますと、

お父さん、お母さんが家庭をつくりますよと若い男の人たちが思った時

から始まっていると考えていいかと思います。ですので、私、14日の土

曜日、こども未来課さんがやってくださった「さんきゅうパパになろ

う！」という研修会を受けてきまして、実は、さんきゅうパパ宣言、さ
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んきゅうパパ応援宣言ということで、さんきゅうパパって大事だよとい

うことを総合教育会議で発言すると宣言してしまったので、ここでも言

わせていただいているんですけれども、そのように、男性が産まれた瞬

間から、その前後からずうっと子供にかかわることの大切さを、もっと

県民を挙げて啓発することが大事ではないか。それに当たっては、やは

り企業の中で産休をとりやすい、「産休とるの？」じゃなくて、「産休

をいつとるの？」と聞いてあげることで、これから子育てをするお父さ

ん予備軍の方たちは、自分も子育てに対して責任を持っているのだとい

うことをしっかり自覚できて、両親そろってしっかりと教育をする体制

が家庭の中でできていくということが大事ではないかと思いました。 

 さらに、私たち年配者ですね。私たちの世代、昭和世代は、やはり男

女こうあるべきというような役割分担の意識が非常に強い部分もありま

して、今の若い人たちが、男の人も家庭のことをやるということに対し

て、ええっ？というようなことを言う人もたまにいたりするんですね。

なので、やはりここは各世代、県民を挙げて、子育てを両親ともにそろ

ってしっかりやることが必要だということを啓発していくことが、幼児

教育をバックアップしていくのにとても大切なことだと感じておりま

す。以上です。 
 

川 勝 知 事：  どうもありがとうございました。 

 続いて、それでは加藤委員にマイクが回りましたので。 

 

加 藤 委 員：  私からは、大きいところでいうと１つありますが、先生たちの多忙化

がやっぱり問題かなと思っています。前回、御前崎のこども園に訪問さ

せていただいた時も思いましたが、先生たちの業務分析って、多分、余

りされていないのではないかなと。普通、民間企業であれば、しっかり

業務分析して、どこを改善していこうとか、日々そういうＰＤＣＡを回

すのですけど、何となく、私はＩＴを使えば良いのでは、と言った時

も、いや、ＩＴではなくて人と人だというお答えが返ってきました。で

もそうではなくて、例えば高級旅館の加賀屋さんは、バックはロボット

です。裏で食事が全部自動で部屋の近くまで回っていって、配膳はロボ

ットなのですね。給仕するところだけ着物を着たきれいな格好をした方

がする。それは人対人のところにお金をかけるために、機械化、自動化

して良いところに機械やＩＴを入れて、バックはスマートにしていると

いうのがあるので、人対人がかかわるところの時間を増やすために、今

使える技術を使って間接業務をスリム化するというのは進めた方が良い

のではないかと思います。 

 プラス、お母さんとのコミュニケーションにしても、多分、電話をか

けるというのが苦手な人たちがいっぱい、年代として多くなっていると

思うので、それこそＳＮＳなんかを使いながら、お母さんたちとコミュ

ニケーションを、より取りやすくするというのは大事なことかなと思っ



10/30 

ています。 

 あと、ちょっと解決方法がよくわからないのですが、２つあって、一

つは過干渉ですね。親の過干渉をどうやって軽減するのかというのは、

社会問題だと思っています。ヘリコプターペアレントなんて海外でも言

うみたいですけど、やっぱり子供たちが、自立が大事という点でいう

と、こういう小さい時から自分で判断して自分で決めて、判断はできな

いかもしれないですけど、自分で決めて自分で行動するという経験を積

まないと、ずっと寄りかかるだけの人が育ってきちゃうので、過干渉を

どうやって、親を教育するって書いてありますが、親の教育はそこかな

というのは思っています。 

 もう一つが、小１プロブレムに関して言いますと、うちの子もどちら

かというとそうで、３月生まれなので、非常に幼い段階で小学１年生に

上がったというのはあったのかなと思います。小学校に通うのは良かっ

たものの、３年生ぐらいまで宿題というものを全くやらない、やれない

という感じでした。小学校の決まりみたいなものに拒否反応を示して３

年ぐらい過ごしましたが、ドイツとかだと入学時期を選べたりします。

うちの子はちょっと幼い、遅いので、９月入学じゃなくて、次の４月入

学にしますとか、先生たちと相談しながら入学時期が選べるのですね。

何かもう少し、やっぱり自由度がある、画一的じゃない仕組みにしてい

かないと、そもそもその画一的ではない子を育てたいのであれば、仕組

みから画一的でなくしないと、恐らくそうはならないかなということ

で、これは最後の入学時期というのはちょっと難しい問題ですけど、仕

組みから勇気を持って変えないといけないかなというのは思っていま

す。以上です。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 藤井委員、お願いします。 

 

藤 井 委 員：  既に実践委員会で相当御議論をされていて、かなり多角的な視点でい

ろんな意見が出されているので、あえてそれに対して追加の指摘とか意

見というのはないのですけれども、強調したいという考えから２つ申し

上げたいと思います。 

 １つ目は、子供たち、小さい子供たちに対する教育をどうするかとい

うこと以上に、既に御意見の中にも出ていましたけれども、その家庭、

その家族に対して一体的にどういう教育をしていくかという捉え方が非

常に大切だと思います。つまり、子供たちに加えて親御さんであり、あ

るいは保護者であり、あるいはおじいさん、おばあさんであり、あるい

は御家族の方々全員ですよね。そういうところに対する働きかけを、全

体をパッケージで捉えるような形で、一体的に教育として捉えていく必

要性というのが非常にあるのではないかと感じています。 

 それから２つ目は、理想論に過ぎないかもしれませんが、やはり可能
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な限り子供たちは自然環境の中で育てていきたいと思うのです。いろい

ろ制約要件はたくさんあると思いますが、とにかく可能な限り、そうい

う場面に接する機会を意図的に多く取り入れるような教育というのが必

要だと思います。 

 そういうことを実行できると、いろんな自然の営みというものを体で

理解できるし、あるいは五感をしっかり磨くこともできるし、さらには

自然環境の中でのリスクということも自分たちで体験的に会得すること

ができると思うので、その点からも、とにかくぜひ自然環境に触れる機

会をたくさん設けていくのがいいのではないかなと思います。以上、２

点でございます。 

 

川 勝 知 事：  どうも藤井委員、ありがとうございました。 

 それでは、興委員お願いします。 

 

興  委  員：  ありがとうございます。 

 今年になって、今月13日に御前崎のこども園を教育委員会として、移

動教育委員会で回りました。 

 私たち、教育委員会としては、27年にも静岡の安東のこども園を訪問

したことがございまして、その両者を比較してみて、実感としては、今

回、とても優れた環境にあるこども園であったという感じでございまし

た。その中では、先ほど藤井委員もおっしゃったのですけど、子供たち

が伸び伸びと外に出て活動をされている環境が整備されている。施設も

とても整備されているのです。加えて運営も極めて潤沢な資金という

か、それなりに資金は用意されているかと思いますけれども、ほかには

多分例がないほど充実した園であったかと思います。 

 具体的に、こういうことまで言っていいのかどうかわからないもの

の、これは良いことなので申し上げますが、お子さんたちが、いわゆる

特別支援教育を必要とするようなお子さんがそんなに顕在化しなかった

ということ、それと、食事面でアレルギー対策等を要するような子供が

余り見えなかったことです。食事内容が同一のパターンで、大体うまく

いっている。しかし、静岡の安東こども園に行った時はそうではなく

て、園にかかわる保育士さん、あるいは幼稚園の先生は、非常に苦労さ

れていました。それらを見て、なぜそんなにギャップがあるのかなとい

うふうに現実的に感じました。そこをケース・バイ・ケースで対応して

いく取組を公的な資金で用意できるように配慮していかないと、なかな

か難しいのかなと思いました。 

 それで、実は今日、これに指摘されている実践委員会からの意見の全

てについて、非常に視点はすばらしいことだろうと思っていまして、こ

れについて特段申し上げることは一切ございません。ただし、問題は、

先ほど御説明いただきましたように、今日の附属説明資料の参考資料の

中の最初にございますように、入園の理由は何だと言った時に、家から
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近いというのが現実問題として非常に多いのです。というのは、保育園

であれ、幼稚園であれ、その保護者の方は働いていらっしゃる人が非常

に多い。ですから、現実問題として便益性の高さに対するニーズが高い

ということを、私たちは受け止めなければいけないのだろうと思いま

す。私自身もそうですけど、４人の孫たちもやっと最後１人が保育園を

終えるころで、来年は小学校１年生になるわけですが、何かあるたび

に、おじいちゃん、おばあちゃん、参加してよと言われて、結構遠距離

ですが、お伺いするようなこともございました。それを見守って育てよ

うという、やっぱりそういう環境が、とても社会が期待している、園が

期待しているだろうと思います。そういうことができるような社会の風

土をさらに充実させていくことが必要だろうと思います。 

 そういう意味では、今、一方では、やはり、こういうものをサポート

するための全入性と言いますか、幼稚園や保育園に、行きたい、入りた

いけれど入れないという問題がございます。これに対して、国費だけで

できる限界もあろうかと思います。地方の教育の柱として、あるいは教

育を超える柱として、知事部局での保育園対策を含めて、抜本的にそれ

に取り組んでいくことが、やはりこの問題の一番の重要なポイントなの

かなと思いました。 

 最後に、御前崎には、実は私もその場で御質問もしたのですが、浜岡

の原子力発電所が設置されています。したがって、施設がすばらしい環

境なのは、立地交付金でつくられたことによるものだろうと思います

が、最近は、立地交付金で運営費に対する助成もできるようになって、

そういう意味では、御前崎に関しては、他には例がないほど充実してい

る事例だろうと思います。そういう優れたものを、あまねく他の施設に

展開するにはどうしたらいいかということを、これはやはり行政の問題

として、真剣に考えていくことが必要だろうと思います。 

 あそこには、12月になりますと餅つき大会があるわけですが、浜岡の

原子力プラントからも人が参加して餅つきに協力されているということ

が新聞報道で、私も見たんですけれど、いずれにしましても、社会とと

もにお子さんたちを育てていく環境を、組織を挙げて取り組んでいくこ

とが重要だろうと思います。 

 先ほど矢野委員長から御指摘のあった内容につきましては、個別には

一切異論はございません。 

 

川 勝 知 事：  それでは、斉藤委員、お願いします。 

 

斉 藤 委 員：  移動教育委員会で訪れたさくらこども園のインパクトが非常に大きく

て、皆さんさくらこども園の感想をおっしゃったわけですけれども、私

も非常にすばらしい施設、広大な敷地にすばらしい建物を建てて、子供

たちが伸び伸びと明るく園生活を送っているというようなことを目の当

たりにして、一見したところ、理想的だなとも思ったわけでありますけ
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れども、その後で園長先生とか、副園長先生とか、説明の時に足を止め

ていろいろ聞いてみると、やはり大きな悩みを抱えているということを

感じました。 

 矢野委員長が先ほどおっしゃったとおり、先生が本当に身を粉にして

働いているというわけでありますけれども、ここのさくらこども園も35

名の先生がいる。正規・非正規合わせてね。ところが、一堂に会して職

員会議ができるのは年に１度だけだと。なぜかというと、小刻みなパー

トタイムでシフトを組んでいて、全員集まることができない。このごろ

のトレンドとしては、これは社会のトレンドそのものなので、これから

ますますそうなってくるだろうと思うけれども、共働き世帯が確実に増

加している。それから、もう一つは核家族化ですね。家に帰ってもおじ

いちゃん、おばあちゃん、孫の面倒を見てくれる人がいないと。そうい

うトレンドというのは、この10年先、20年先になってくると、もっとも

っと大きくなり続けるだろうと思うわけであります。 

 それで、ここの園も４時間預かりの幼稚園部門は人気が低下傾向にあ

って、10時間ぐらい預かってくれる保育園の人気が高まっている。これ

はニーズの変化なので仕方がないわけですが、人材確保が困難であるこ

とが、今一番、現場では問題になっているのではないかなということを

強く感じました。朝８時から夕方６時半まで預かるけれども、35名のパ

ートタイムのシフトを小刻みに組み合わせて、ぎりぎりで何とか回して

いるというのが実態であるように私は感じました。みんなへとへとにな

っている。一人でも穴があくと園の運営ができないので、自分の子供が

熱を出しても休めないという人たちがパートタイムの先生でやっている

と、こういう実態でありましたから、この慢性的な保育士不足というの

は、全国的にそういうことだと承知はしておりますけれども、本県で

は、やはり幼児教育を他県よりも充実させるためには、ニーズがそうな

っている長時間預かりの保育園を何とか切り回すことができるような人

材確保をしていかなきゃいけない。 

 この保育士さんというのは、給与水準が一番低いのですね、この待遇

改善というのを何とかできるかどうか。それからもう一つは、加藤さん

もそんな話をこの間もちょっとされたわけですけれども、待遇改善だけ

じゃなくて、やっぱりそこで安心して働ける魅力というものをつけてい

かなきゃいけない。 

 潜在保育士というのが、保育士の資格を持っているけれども、結婚と

か出産で現場を離れてしまって、復帰しないという人たちが、全国で何

十万人か忘れましたけれども、静岡県にも数万人単位で潜在保育士がい

ると。その人たちをどうやってリターン、現場に引き戻すことができる

かということについて、静岡県として他県に先駆けて、もっと本気で、

かなり本気で取り組んでいく必要があるのではないかなと。 

 先ほど、この参考資料８ページの18番、19番を見たら、保育士等確保

対策事業費、こども未来課でそういう事業費をつけているし、保育士の



14/30 

処遇改善推進事業費というのもあるわけですけれども、この充実という

ものを、やっぱり県としてもっともっと考えていく必要があるのではな

いかなということを感じております。以上でございます。 

 

川 勝 知 事：  一当たり御意見賜りましたけれども、付け加えるところはございませ

んか。 

 

斉 藤 委 員：  さっき、川勝知事が国語とか算数とか理科とかじゃなくて、音楽とか

美術とか、そういうことも静岡の特色として、そういうものを打ち出す

というお話がありました。まさに、これは僕が、就学前の教育では、算

数や国語の先取り学習を幼稚園がやって、学校の小１プロブレムがない

ようにしようと、学校で習うものを幼稚園で習わせようというようなも

のは、私はいかがかなというふうに思っています。むしろ音楽とか絵を

描かせたり、藤井さんが言うように、外に出したり、体育で体を動かし

たりということが幼児教育の場面で必要だろうと。 

 幼児と子供に対する先生の見方、観点というのも、小学校と幼稚園で

はやっぱり違うと私は思っておりまして、学校では普通、クラス平均点

というのがあって、それよりも上に行っていれば優れている、クラス平

均よりも下だと劣っていると、こういうような物差しを当てはめて子供

を見ちゃうわけでありますけれども、幼児期というのは、成長の速度

が、さっき加藤さんもお話になっていたけれども、非常に個人差が大き

くて、だから、隣の子とその子を比較するという、そういう物差しで見

るのは間違いじゃないかと。むしろ、昨日までのその子と今日のその子

とを比較して、比べてみて、例えば昨日はお箸を持てなかった子供が、

今日は何とかお箸が持てるようになったとか、そういう変化を見て、そ

れを一緒に喜んであげるというような姿勢というか、そういうものが先

生に必要なことだなと思っていて、学校の教育と幼児の教育とは物差し

が違うというところを、これから小学校と幼稚園の先生方の連携とか交

流とか考えていく上で、そういうことも大切なことのように私は感じて

おります。付け加えました。 

 

川 勝 知 事：  どうもありがとうございました。 

 それでは、藤井委員、どうぞ。 

 

藤 井 委 員：  １点だけ追加をさせていただきたいと思います。 

 今の斉藤委員の御発言にも通じると思うんですけれども、小１プロブ

レムだとか、幼小の接続問題ということが出てくるわけですけど、私

は、実際そういう問題に直接接していないので詳しくはわかりません

が、概念的に捉えると、本当にそれって問題ですかという見方も必要だ

と思うのです。やっぱり、斉藤委員が言われたように個人差もあるし、

幼稚園の教育と小学校の教育は違うわけですから、そこで児童が戸惑う
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のは当然であって、その戸惑いだとか個人差を、包容力を持って受け入

れ、きめ細かに対応するのが小学校の低学年の教育のあるべき姿だと思

うのですね。ですから、それを問題だと言う、問題として捉えること自

体が、むしろ問題を大きくしてしまっているのではないかなという感じ

が強くいたします。 

 私、よく言うのですが、心の幅を広く持って小学校で対応することに

よって、そういう問題点が問題でなくなるような気がいたします。以上

です。 

 

興  委  員：  今の件ですけれども、お二方の意見に基本的に大賛成です。 

 １点だけ、斉藤委員に確認しておきたかったのは、小学校と幼稚園、

基本的には両者とも教育機関なのですけれど、幼稚園と保育園の両者に

おいて、果たしてそこは本質的に違っている箇所はあるのかどうかなん

ですけど。 

 狙うところは全然違います。しかし、実際上は幼稚園から小学校、あ

るいは保育園から小学校にぱっと入っちゃう。とすると、両者において

も、もちろん制度設計は全く違うのですけれど、保護者の方にあっては

両者の違いを意識することなく、せっかく今、こども園というのは制度

がここまで確立されつつあるので、そこのところも敷居を取り払う努力

が本当は行政として必要だろうと思うのですが。そうですよね。 

 

斉 藤 委 員：  保育園は保育で、幼稚園は幼児教育、教育ですが、保育と教育という

のは違うということでしょうけれども、藤井さんがおっしゃるとおり、

僕も、小学校に入ってから、そこで小学校の教育が始まると。それまで

の間というのは、幼稚園であろうと保育園であろうと、質の確保という

か、認可外保育園などには、何もやらないというところがあるようです

から、その質をどうやって上げていくかという問題がありますが、幼稚

園と保育園というのは余り変わらない役割を持っているのではないかと

感じています。 

 

興  委  員：  ありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  一当たりこの件については御意見をいただきまして、すぐまとめられ

るようなものでもありませんので、とりあえず、もう一つの議題に移ら

せていただきます。また、御意見があれば出してください。 

 それでは、２つ目の議事でございます。 

 次期「教育に関する『大綱』」と「県教育振興基本計画」でございま

す。事務局から、資料の説明をお願いします。 

 

事  務  局：  それでは、資料の８ページを御覧ください。資料３でございます。Ａ

３の横長の資料でございます。 
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 次期「教育に関する『大綱』」と「県教育振興基本計画」の概要でご

ざいます。 

 １の要旨にございますとおり、現行の「ふじのくに『有徳の人』づく

り大綱」と「県教育振興基本計画」につきましては、本年度が計画最終

年度になることから、現在、次期大綱と計画の策定作業を進めており、

来年３月の第４回総合教育会議で決定する予定でございます。 

 ２の策定方針でございますが、根拠となる法律は、大綱が地教行法、

計画が教育基本法となっております。また、計画年度は、大綱、計画と

ともに、平成30年度から33年度までの４年間でございます。 

 なお、計画につきましては、知事部局と教育委員会事務局が連携し、

警察本部の協力を得て、県教育振興基本計画推進本部を立ち上げ、全庁

体制で策定に取り組むとともに、本日御出席いただいている矢野実践委

員会委員長が委員長を務めます県教育振興基本計画推進委員会から御意

見を伺っております。 

 ３の特徴でございます。 

 右上の４の体系図とあわせて御覧いただきたいと思います。 

 (1)、１つ目の特徴といたしましては、大綱で掲げる３つの「有徳の人

づくり宣言」に基づき、計画の大柱を設定するとともに、計画の中柱10

本を大綱の重点取組方針とすることで、大綱と計画の結びつきを強くい

たしました。 

 (2)、計画における特色ある施策につきましては、この後、資料４を使

って説明いたします。 

 (3)、３つ目の特徴としましては、目標指標から意識指標を排除し、ア

ンケート回答者の主観に左右されない38のアウトプット指標を設定いた

しました。 

 次に、右下にある推進委員会からの主な意見につきましては、後ほど

矢野委員長から御説明いただきます。 

 続きまして、９ページを御覧ください。 

 資料４の次期静岡県教育振興基本計画施策体系（案）でございます。

 各章の概要について説明いたします。 

 第１章、「文・武・芸」三道の鼎立を目指す教育の実現は、これまで

学校教育で重視されてきた知性を高める学習のみならず、技芸を磨く実

学を奨励するとともに、子供たちの学びの場となる魅力ある学校づくり

を推進する施策を盛り込んでおり、日々の学校教育を支える大柱となっ

ております。 

 第２章、未来を切り拓く多様な人材を育む教育の実現は、国際的な視

野と高度な知識を身につけ、新たな価値を創造して、社会の持続的な発

展に貢献できるリーダーとなり得るようなグローバル人材やイノベーシ

ョンを牽引する人材など、卓越した資質を持つ人材を育成するととも

に、高等教育機関の機能強化を進める施策を盛り込んでおり、次期計画

の特徴的な大柱となっております。 
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 第３章、社会総がかりで取り組む教育の実現は、地域の子供は地域の

大人が育てるという考えのもと、教育を学校の先生だけに任せるのでは

なく、地域社会の大人が一丸となって進める施策を盛り込んでおり、家

庭における教育力の向上や子供の貧困問題などに対応した学びのセーフ

ティーネットの構築や命を守る教育の推進など、社会総がかりの教育を

支える大柱となっております。 

 次に、10ページを御覧ください。 

 資料５の策定スケジュール（案）でございます。 

 来週の水曜日、27日からパブリックコメントを実施し、１月中旬まで

行います。また、２月に開催する地域自立のための「人づくり・学校づ

くり」実践委員会で、大綱案を報告いたします。 

 その後、３月中旬に予定されている２月県議会常任委員会において意

見聴取を行い、３月に開催する第４回総合教育会議において決定し、そ

の後、公表する予定でございます。 

 次に、別冊の資料で、ふじのくに「有徳の人」づくり大綱素案を御覧

ください。 

 １枚開いていただきまして、最初に３ページを御覧ください。 

 本県教育の基本理念は、現行の大綱と同様、「有徳の人」の育成でご

ざいます。次期大綱では、有徳の人について県民の皆様にわかりやすく

示すための有徳の人のイメージを例示してございます。 

 右の４ページを御覧ください。 

 教育における地方創生を実現し、富士の字義にふさわしい有徳の人を

育成するため、３つの有徳の人づくり宣言をいたします。 

 なお、今回の大綱においては、この「教育における地方創生の実現に

向けて」という言葉を表紙にあります大綱の副題にしております。 

 １枚めくっていただきまして、５ページを御覧ください。 

 先ほど説明いたしました大綱の重点取組方針は、計画の中柱と同じ内

容になっております。 

 右側の６ページは、参考として、次期計画の施策体系を掲載いたしま

した。 

 最後に、別冊資料、一番厚目の資料でございますが、次期県教育振興

計画（案）の本体を御覧ください。 

 「“ふじのくに”に根ざした教育の推進」を副題に上げまして、大綱

で示した本県教育の基本理念や施策の方向性を実現するための施策594の

取組を掲載してございます。 

 この中で、新規拡充した取組につきましては、計画案の中でゴシック

で強調して示してございます。 

 以上で事務局からの説明を終わります。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 それでは、この教育振興基本計画に関する有識者会議であります推進
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委員会の委員長、矢野さんのほうから、委員会で出された御意見を御紹

介いただけますか。 

 

矢 野 委 員 長：  次期基本計画につきましては、９月と11月に推進委員会を開催しまし

て、委員の皆さんからたくさんの意見をいただきました。 

 推進委員会からの主な意見は、先ほど事務局から御説明のあった資料

３でございますが、８ページの右下にあるとおりでございます。 

 特に、私の印象に残っている意見を御披露いたしますと、確かな学力

については、これまで以上にさらなる向上をする必要があるという意見

がありました。やっぱり、子弟の学力向上ということに対する関心とい

うのは、親の一番のものであると思います。もちろん、他にもいろいろ

あるにしても、それに対する関心は高いと思います。 

 それから、２つ目の丸ですが、技芸を磨く実学は学校の授業だけで学

ぶのではなく、インターンシップなどを通じて学ぶことが大事だという

意見がございました。 

 それから、郷土の歴史や文化をまとめた副読本を作成して、子供たち

の郷土愛や地域愛を育む地域学を推進するべきだという意見がありまし

た。 

 「世界クラスの資源・人材群 ふじのくに静岡県」という資料があり

ますけれども、これは最近の例を集めたものですが、これなども参考に

なる資料になると思いますし、もっとよく歴史を振り返って、そういう

ものをまとめていく、それを副読本にしたらどうだろうかという意見で

あります。 

 それから、ＩＣＴを活用した教育の推進については、先進諸国と比較

して日本は遅れているので、本県は全国トップレベルを目指すべきでは

ないだろうかと、こういう意見がございました。 

 それから、子供たちの優れた才能や卓越した資質を最大限に伸ばす教

育の推進については、科学技術などの理系分野に限らず、文化系の分野

についても施策をたくさん盛り込むべきだという意見がありましたの

で、御紹介するわけでございます。 

 静岡県の学校をそんなに私はたくさん見学しているわけではありませ

んけれども、つい先だって、島田商業高校を見学に行きましたら、新し

い勉強をさせていただきました。 

 皆さん、「イルミール」という言葉を御存じですか。イルミールとい

うのは、イルミネーションという英語と見るという日本語を組み合わせ

た言葉なのですね。何とかという英語と見るというのを組み合わせて、

何とかを見るという造語が最近はやっているそうですね。私のように頭

がかたくなった人間はびっくりしまして、高校生の発表を聞いたわけで

ありますが。 

 島田市にある学校ですが、島田市だけでなしに、近隣の幾つかの市で

行われているイルミネーションを全部編集しまして、それを地域に発信
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しているのですね。これはとてもすばらしいことではないかというふう

に思いました。 

 また、この学校は、外枠は一緒ですけれども、大分建ててから古くな

りましたので、中の改造を抜本的に行っています。県産の材木を使った

教室になっておりまして、とても温かくて、いい雰囲気ですね。計画的

に古い学校の建物の改造が進んでいるようでありますが、なかなかいい

着想で行われているのではないかと思いました。 

 また、島田市には寺子屋がございまして、これも見学してまいりまし

て、小学校３年生ぐらいの子供たちがたくさん集まって、算数の勉強を

中心にして熱心に活動しているのですが、先生は学校の先生ではなく

て、学校の先生を卒業した方ですね、定年で。あるいは、一般の御家庭

の御婦人なんかも参加しまして、とても活気がある教室でありました。

 私が個人でやっている寺子屋とは、ちょっとやり方が違うのですけれ

ども、これもなかなかいい、いろいろな意味で和やかな学習塾という感

じで、子供たちの基礎学力を育てるという意味では役に立っているので

はないかと。 

 参加希望者が多くて、これからもっと広まりそうだという話を聞い

て、本当にそういう先生として協力してくださる方々がおられるという

のは、本当にすばらしいことだと思っておりました。 

 ちょっとついででございますけれども、報告させていただきます。 

 

川 勝 知 事：  委員長、ありがとうございました。 

 それでは、大綱の素案と基本計画案につきまして、御意見を賜りたい

と存じます。どなたからでも結構でございます。 

 

木 苗 教 育 長：  ただいま矢野先生のほうからも、いろいろと御進言いただきました

し、各委員からも、教育委員からもいただきました。 

 これから話し合いになる次期大綱、それから教育振興基本計画につい

ては、今後の静岡県の教育方針を示すものと考えております。極めて重

要であると私自身も認識しております。 

 それで、教育委員会としては、次期大綱及び計画に基づいて、有徳の

人づくりに向けて、着実にその取組を推進していきたいと考えておりま

す。 

 特に、学校教育におきましては、子供たち一人一人の個性や資質を伸

ばせるよう、知性を高める学習を充実するとともに、技芸を磨く実学を

奨励し、「文・武・芸」三道の鼎立を実現してまいりたいと思っており

ます。 

 また、次期計画にも記載しております静岡県立高等学校第３次長期計

画、静岡県立特別支援学校施設整備計画に基づき、県立学校の施設の狭

隘化・老朽化の改善、それから演劇・スポーツに関する学科の設置の検

討などにより、魅力ある学校づくりを積極的に進めていきたいと、この
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ように考えております。 

 特に、私が重要だなと思っている点を３点ほど申し上げますと、１点

目は、就学前教育から大学教育までを見据えた教育の推進。これにつき

ましては、御存じのように、人口減少、あるいは労働力不足が進む状況

の中で、ふじのくにで学びたいと感じるような、静岡県ならではの魅力

あふれる教育環境を提供していきたいと考えております。 

 具体的には、幼稚園等と小学校の連携推進、静岡式35人学級の完全実

施、高大接続改革に対応した学力の向上、また大学コンソーシアムとの

連携による学習の推進、それから産業界と連携したキャリア教育の充実

などに取り組むことによりまして、ふじのくにを担う人材の育成につな

げていきたいと考えております。まず、これが１点。 

 それから、２点目は、グローバル人材の育成です。世界の中の日本、

日本の中の静岡を認識し、活躍できる人材の輩出に向けまして、積極的

に取り組んでいきたいと思います。 

 具体的には、ふじのくにグローバル人材育成基金を活用した高校生の

海外留学の促進、あるいは国際バカロレアの導入に向けた取組、さらに

小学校における外国語教育の充実などを進めてまいりたいと思っており

ます。 

 それから、３点目ですけれども、これはさまざまな事情を抱えた子供

たちに対するきめ細かな支援の充実であります。先ほどもいろいろとお

話がありましたけれども、貧困、いじめ、あるいは不登校などに苦しむ

子供たちが自分の道を選べるよう、個々の状況に応じた教育を提供する

ことが必要であると考えております。 

 具体的には、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーな

どの配置、拡充を積極的に進め、そしてまた各児童・生徒の状況に応じ

たきめ細かな支援を行うとともに、教員をサポートする体制を強化・充

実することによりまして、子供と向き合う時間を確保していきたいと考

えております。 

 以上が、次期計画において重点的に進めていきたいと考えている主な

取組ではありますが、全ての子供たちが夢と希望を持って、それぞれの

可能性に挑戦する力を育むよう我々は邁進していきたいと、このように

考えております。 

 お時間ありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  どうも教育長、ありがとうございました。 

 それでは、各委員の皆様方から御意見を。 

 では、斉藤委員から、どうぞ。 

 

斉 藤 委 員：  まずＩＣＴのことでございますけれども、2022年、平成34年に、ここ

で高等学校の指導要領が変わると。その時には、多分間違いなくＩＣＴ

というものが、非常にそういう設備が整っていなければならないという
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状況になるだろうというふうに思っておりますので、それまでを目指し

て、ＩＣＴの設備を整えること。それから、そのサポートをする先生、

支援員、これをしっかりやっていかなきゃいけないだろうなあというふ

うに感じております。 

 それから、もう一つ思うのは、この中にあった魅力ある学校の中に、

特別支援学校の整備があるわけですが、学習障害、発達障害を持ってい

る子供が非常に増えており、それを受け入れるために学校をつくるとい

うことも大切なことで、これは計画に則って進めることになります。も

う一つは、通常学級に入って、そういう子供たちと障害のない子供たち

と一緒に授業をやっていくというインクルーシブ教育、「共生・共育」

というのでしょうか、それについても、やはり必要になってくるのでは

ないか、これは大切なことではないかと。そのためには、ちゃんと支援

員がつかないと教員の多忙化が進んではいけないので、そういうところ

もやっぱり、お金が幾らあっても足りないような話になってしまいます

が、非常に大切な部分ではないかという感じもいたします。以上です。

 

川 勝 知 事：  どうも斉藤委員、ありがとうございました。 

 それでは、時計回りにいいですか。 

 

興  委  員：  ありがとうございました。 

 先ほど、矢野委員長から御紹介いただきました資料の３の御意見のと

ころがございました。多くの方のそういうポイントについて、特にこれ

までのいろんな実践委員会であるとか、そういうところの場でもそうな

のですが、矢野委員長が長くおやりの古典など、学校における朗読・音

読の奨励、とてもいい取組だろうと思います。 

 やはり考えてみますと、私もそういうことを小さい時にやっておきた

かったと、とてもそう思っていまして、こういうものを多くの教育の課

題として取り組むことが重要だろうと思います。 

 順に申し上げますと、コミュニティ・スクールの導入に関する施策の

充実ということで、武井委員がおっしゃっていますが、武井委員は地教

行法26条に基づきます教育委員会の点検評価の外部アドバイザーでもい

らっしゃいまして、非常に厳しく点検評価をされておいでで、御意見を

お出しになっている方です。 

 静岡県は、静岡型コミュニティ・スクールを標榜して動いています

が、それは違うだろうとおっしゃっておいでです。やはり、本来、法律

の狙うコミュニティ・スクールの積極的な導入を考えるべきだという御

意見でございます。 

 これに関しては、今年になって法律の改正が行われました。これま

で、学校運営協議会からの人事上の要望を尊重することが求められてい

ることに対して教育関係者の抵抗感が強く、コミュニティ・スクールの

導入が進まない側面がありましたが、今回、運営協議会からの人事上の
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意見・要望は、教育委員会の決める事項に限るということに改正されま

した。これに則ったアクションを、教育委員会として取れるようになっ

たのであります。 

 従って、これまでは変形的な「しずおか型」コミュニティ･スクールと

いうことで、ネガティブな感じでメッセージが伝わっていますけれど、

もっと必要な措置をとることで、プラスの「しずおか型」コミュニティ･

スクールであればとても良いですが、ネガティブな形でこれを制限する

ことなく進めていくべきと考えております。運営協議会と学校評議員と

いう制度は全然違いますので、みんなでこぞって学校を支えていく、そ

ういう形になってくると、社会とともにある学校というのが顕在化して

くるだろうと思います。それが元々の教育に関する大綱の柱立てに、は

っきりと社会とともにあるという形で謳われている、まさにそのものだ

ろうと思われます。ここのところは、私たち教育委員会の点検評価の際

も、大きな問題として私は指摘しているものでございます。 

 そのほか、田中委員から、学校関係者評価を実施したことによる変化

等の記載という意見が出されております。これも、やはり外部の方々の

意見を受け止めた施策の展開が必要だろうと思いますので、やはりこれ

を今後の計画の中に位置付けていくことが必要だろうと思います。 

 そのほか、松永委員が、地域学校協働本部の推進など、地域と学校の

連携強化を謳われています。まさにそうだろうと思います。 

 それと、渡邉委員が、博物館、美術館等による学校の空き教室を活用

した巡回展と触れられていますが、空きスペースの活用ということにこ

だわることなく、やはり博物館とか美術館の積極的な活用、これは先ほ

ど矢野委員長のおっしゃられた古典などの学校における朗読会などに相

通ずるものだろうと思います。教育世代の子供たちが広く文化的な意識

を高められるような活動として、積極的に博物館、美術館等を活用して

いくその取組が行政行為として必要だろうと思います。 

 こういう総論を申し上げた上で、有徳の人づくり大綱の全体について

申し上げますと、素案として、「教育における地方創生の実現に向け

て」というサブタイトルが、今日、テーブルの上に付されてございま

す。 

 地方創生の実現ということになりますと、実はどこにそういう原点が

あったかということで、知事御自身が元々教育再生会議に関わっておい

ででしたけど、現在の教育再生実行会議の第６次提言で、学び続ける社

会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育のあり方についてという

提言が行われております。 

 ここでいう、いわゆる地方創生を実現する教育のあり方というのは、

冒頭、知事が仰いましたメッセージというのとまさに符合するものだろ

うと思いますけれども、このサブタイトルはそれとは違うような印象が

出てしまうのではないかと危惧しております。 

 ここで言う「教育における地方創生の実現に向けて」というメッセー
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ジが、どういうメッセージなのかがわかりません。教育再生実行会議第

６次提言のポイントの重要なところは、現役世代の男性中心の労働だけ

で支え得るものではなく、年齢、性別、障害の有無、不登校・中退経験

の有無、生まれた家庭の経済状況などの環境、さらには都市と地方の違

い等を超え、多様な経歴を持った人々が社会の担い手として能力を発揮

できる全員参加型社会の実現によって可能となるという中で、一つの柱

として、この地方創生の話も触れられております。その成果が地方の創

生につながっていくだろうという発想でございますので、ここだけ特記

していくことについては、これからどういう取り扱いがいいのか、教育

委員会というか、このまさに総合教育会議の場できちんとした議論が必

要だろうと思います。 

 私自身は、今日でもって最後のチャンスでございますから、そういう

ところを踏まえて、落とし方はいろいろとあるだろうと、申し上げさせ

ていただきます。このメッセージも重要なのでしょうが、場合によって

は大綱を発表される際の知事のメッセージには盛り込まない方法もあろ

うかと思いますし、あるいは、大綱をどう位置付けるかという観点か

ら、これを真摯に議論していくことを求めたいと思います。以上でござ

います。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 渡邉委員、お願いします。 

 

渡 邉 委 員：  私も、斉藤委員がおっしゃったように、ＩＣＴの環境の整備というの

はとても大事になってくるかなあと思っておりまして、ちょっとこれは

県からということではないかもしれないですが、特に小・中学校の整備

ですね。地域によって、今かなり差が出てきているなあということをち

ょっと実感しております。そのあたりについて、整備に当たっての何か

道筋というか、市町のリーダーの方に決断をいただけたらいいのではな

いかなあと思いました。 

 これからグローバル人材の育成ということで、国際バカロレアですと

か、その中の一部であります知の理論というようなことがどんどん高校

にも取り入れられていくのかなあと思うところですけれども、ぜひ実学

をやっている子供たちに、そういうものに触れる機会をつくっていただ

きたいと思います。 

 私が、千葉県の工業高校でしたか、偏差値が40だったそうですけれど

も、スーパーグローバルハイスクールに果敢にチャレンジした結果、非

常に子供たちが伸び伸びと自分たちの可能性を信じて勉強を進めるよう

になったというような報告の場に居合わせたことがございまして、静岡

県でもこういうことが実現できたらいいなあと思って帰ってまいりまし

た。それについても一考いただけたらと思います。 

 また、さらに今回の基本計画、これは行政の施策なので、こういう書



24/30 

き方になるのはそうだろうなあとは思いますが、例えばこれが県民に伝

えるという部分においては、先日の御前崎でいただいた資料がとてもわ

かりやすくて、ライフステージごとに、どの学校でどのような力が求め

られているよ、それに対して御前崎市はこういう施策を展開している

よ、というような一覧表になっていて、これは自分事なのだと、こうい

うことに参加することで自分は御前崎で育ったことに誇りを持っていく

のだと、そういうことを目的として、しっかりと一覧表になっているわ

けです。 

 ですので、これから人生100年時代と言われる中で、生まれてから老年

期に向かうまで、静岡県民としてどのようなことが求められているの

か、そういうことについて、どの施策が当てはまっているのかというよ

うな、そういう示し方というのも、今後県民がより自分事として教育に

携わっていくということに関して必要なのではないかなと思いました。

以上です。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 それでは、順番ですので、加藤委員お願いします。 

 

加 藤 委 員：  この大綱について、冒頭でお話しすると、興委員が御指摘されたの

が、地方創生と教育のこの大綱がというところで、やっぱり地方創生の

事業を我々はやっていて、一人一人の自立がというのは、知事が最初の

御挨拶でおっしゃったとおりで、自立した人材を育てるのが、やっぱり

教育のそもそもの根本だと思っています。 

 この大綱を見て、また推進委員の方々の御意見を見ていて、これは全

部一個一個プログラム化したら大変だなあ、死んじゃうなあという感

想、いつも思います。その時に、共通して私が課題だと思っているの

が、全体として教えているけれども育てていないというのがやっぱりあ

って、では育てるにはどうしたら良いかというと、子供たちを信じて、

任せてというパターンに、今とは全く逆のパターンにしていかなきゃい

けない。 

 その時に必要なのが、お手本だと思っています。余りにもお手本が学

校内にない。例えば、こんなはっきり申し上げてしまっていいのかわか

りませんが、例えば数学。私は得意なのですけど、数学を楽しく教えら

れるお手本がいない。例えば、私が子供に対して教えれば、10分、15分

で、私は数学の使い手なので、使い手目線できちっと教えられるけど、

学校の先生は受験とか、回答を出せるところまでしか教えられないの

で、そうすると子供たちには、その数学の使い方とかおもしろさみたい

なところまでは教えられなくて、逆に言うと、そのおもしろさの部分は

きちっと地域のプロフェッショナルに頼んで、入り口を子供たちの脳み

そをやっぱりそっちに、楽しみを感じられるようなスタートを切りなが

ら、ちょっとした解き方みたいなものは学校の先生が教えるようなこと
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で、教えるのではなくて、やる気を出させるきっかけを作って、自分た

ちで勝手に育つと。それで先生も結果的に育つみたいな方向にすると、

ここにある全部が同じプログラム、同じプロセスでできますね。 

 ＩＣＴ導入にしても、何にしても、グローバル人材にしても、先生た

ちが全部お膳立てして、行政が全部お膳立てしてではなくて、お手本を

突っ込んで、お手本に感化された子供たちが、そんなプログラムがあっ

たらいいねとか、作ってよと大人たちに言い、その結果、プログラムが

できるような仕組みにしていくと、子供たちもそれこそ社会にインクル

ードされて、先生たちも必然的に社会にインクルードされてというの

が、全部トータルでできてくると思うので、何となく、全部をお膳立

て、プログラム化するのではなくて、自然発生的に子供たちも含んでプ

ログラムができてくるような仕組み化というのがこれから大事ではない

かなあと思っています。以上です。 

 

川 勝 知 事：  加藤委員、ありがとうございました。 

 それでは、藤井委員、お願いします。 

 

藤 井 委 員：  それでは、この大綱と基本計画全体に関して３点ばかり、お話をした

いと思います。 

 まず、１点目は、長期ビジョンは有徳の人づくりということで、極め

て鮮明に打ち出されているわけですけれども、将来の社会環境がどうな

っているかという環境認識ですね。この点が、この計画の中で余り見え

てこないという気がいたします。 

 言いたいことは、10年後、もっと言えば20年後ぐらい、なぜそういう

長期かというと、今教育を受けている子供たちが社会に出て活躍する年

代、あるいは保護者の年代になった時に、どういうことが想定されるか

ということを念頭に置いて、その社会環境の中でしっかり生活力を身に

つけ、人間力を発揮できる人材を育成するためには、じゃあ今何をすべ

きかというような視点での計画であって欲しいと思います。 

 これは、この計画だとか考えを批判しているのではなくて、私も当事

者ですから、そういう方向、そういう考え方でもって、今後いろいろ実

践をしていかなきゃいけないという点で関与をしていきたいと思ってお

ります。それが１点目。 

 ２点目は、グローバル人材の育成ですけれども、これは中身を見る

と、どちらかというと海外の関連分野で活躍するとか、あるいは語学に

関連づけた内容が大半ですけれども、私自身はグローバル人材というの

は、何も国際分野で活躍する人だけのことを言っているのではなくて、

あらゆる環境変化に立ち向かうことのできる柔軟性を持った、多様性を

理解し、包容力のある人間、人材だというふうに理解しているので、そ

ういう人材を育成するために何をすべきかという観点から、もう少し日

常のプログラムの中にそういった観点から思考力だとか人間力を向上さ
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せるような教育の仕組みがあってもいいのではないかなという気がいた

します。 

 それから、３点目は、加藤委員もちょっと述べられたものと感じてい

ますけれども、教師、教える側の意識改革が必要だということが、この

計画の中から余り読み取れないですね。 

 なぜそれを話したいかというと、私自身は多分10年後、遅くとも15年

後ぐらいまでには、いわゆる基礎学力の教育というのはほとんどが人工

知能に置き換えられてしまうのではないかなと思います。 

 これは決して、何も全てをデジタル化しようということではないので

すけれども、その方が極めて効率的だし、基礎学力を身につける手段と

しても有効性が高いと思うので、多分そういう時代が、もう早晩やって

くると思う。 

 だとすると、教師の教えることというのは、ＡＩのやっていること、

あるいは教科書に書いてあることではなくて、思考力、考える力とか、

人間としての生活力を身につけるようなことを教師が教育としてやって

いく必要性があると思うのですね。 

 そういう意味での、教科書にない教育に関して、教科書にないからな

いと言えばそれまでのことですが、この基本計画の中にそういった要素

が余り見えてこないので、ぜひ次の機会にはそういう要素も組み入れて

つくり上げていきたいという気がいたします。以上、３点です。 

 

川 勝 知 事：  ありがとうございました。 

 では、時間も押しておりますので、教育長から御意見がございました

らお願いします。 

 

木 苗 教 育 長：  本日は、有徳の人づくりに向けた就学前教育の充実、あるいは次期大

綱及び県の教育振興基本計画について、矢野委員長様、そしてまた５人

の教育委員の先生方から忌憚のない御意見をいただけたと感じておりま

す。 

 特に、次期大綱と計画につきましては、本日の議論を踏まえ、今後、

知事部局とも連携しまして、有徳の人づくりに向けて、計画に記載した

施策を着実に進めてまいりたいと思います。 

 いずれにしましても、今日はたくさんの意見をいただきまして、私も

整理整頓して、また知事部局ともいろいろとディスカッションしながら

やっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。本日

はありがとうございました。 

 

川 勝 知 事：  どうも、教育長、ありがとうございました。 

 今日いただきました意見、またこれから先ほどの日程、事務局から申

し上げたとおりでございますので、次の総合教育会議に、今日の意見を

踏まえまして、最終的に御報告を申し上げるというふうにさせてくださ
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いませ。 

 さて、実は本日、ここで教育委員の任期を終えられるのが興先生で

す。興先生から、一言いただけるでしょうか。 

 

興  委  員：  私の最後のクローズのメッセージは、立ってから申し上げますが、先

ほど藤井委員がおっしゃった話を聞いて、視点が、私のメッセージでは

足りなかったと思いましたので、今回の計画策定で、なぜこれが必要な

のかということで、特に最初の８ページまででしょうか、第１章の施策

体系の前のところで、なぜそうなのかというところが、やはり甘いかな

という感じがいたしました。 

 そういう意味では、社会的な変化だとか、そういうことをむしろ前面

に出して、その時代にどういう人が必要なのかということを謳って、そ

れにふさわしい人材育成施策にどう取り組んだらいいかということを指

摘していけば、素直に必然性が出てくるように思いました。 

 そういう意味では、藤井委員がおっしゃったことをお聞きし、メッセ

ージが足りなかったなと思いましたので、付言をさせていただきまし

た。 

 知事、どうもいろいろとありがとうございました。 

 私は、先ほども冒頭に知事がおっしゃられましたように、ほぼ７年前

でしょうか。静岡県教育行政のあり方検討会にかかわるということにな

りましたのが、最初のきっかけでございました。 

 それで、まずは地教行法、さらには国の憲法から始まって、諸法令を

真摯に勉強させていただきました。その上で、静岡県教育行政のあり方

検討会の座長として、教育委員会にとっては非常に厳しい意見書を出す

という形になりましたが、私個人の意見ではなくて、９名の委員の総意

であったと理解しております。 

 会議には、知事に全て御出席いただき、とても緊張感のある会議だっ

たと思います。 

 その中で、申し上げておきたかったのは、先ほども冒頭に知事がおっ

しゃられたように、教育委員会は地教行法に基づく教育行政の執行機関

だということでございまして、審議会的運営が顕在化し、日常化してい

たということは、教育委員の資質の問題もさることながら、やはり教育

委員会に対する事務局の意識の低さということがあったというのは否め

なかったものと思っています。 

 １つには、非常勤のレイマンコントロールのあり方、こういう教育委

員というのは基本的に限られた時間内でしか対応できないという背景は

ございます、教育長は常勤でございますのでやや違うかもしれません

が、そういうことではなく、やはり教育委員の打診を受けた時に、きち

んとその責務を果たしていくということを受け止めることが、私たちの

責務だっただろうと思います。 

 私は、これを引き受けるのに当たって、定例会だけではなく、自在に
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教育活動の現場を見させていただく、また、あり方検討会の提言で触れ

たことのフォローも必要だろうと思い、それを行うことで、お引き受け

して４年が経過することになりました。この間、地教行法の改正に当た

って、私自身は教育委員でございましたが、参議院の地方公聴会の公聴

人の一人として、その場に臨むことができたことでした。 

 そこで、私が申し上げたのは、この新しい法律では、総合教育会議が

新たに位置付けられること、これはとても重要なことであるというこ

と。これが１点。もう１点は、教育長の新しい任命の形態と教育委員会

の制度の充実ということであったかと思います。 

 総合教育会議については３カ年を迎えて、少しずつステップアップさ

れてきているだろうと思います。 

 ただ、残念なことを申し上げますと、私たち教育委員が比較的受動的

であって、この総合教育会議の場が、求められている事項に対する意見

陳述の場に止まっていたこと。教育委員会として、むしろ必要な議題を

積極的に提案して、知事の御意見をただすという機会が本当は必要だっ

たのではないかと思っています。 

 このことは、教育委員会の会議の場でも申し上げてきておりますけれ

ど、やはり総合教育会議は基本的に知事と教育委員会との相互の闘いの

場というか、審議を尽くす場だろうと思いますので、そういう意味の会

議とするまでの責務が、私たちに欠けていたということを、責任者の一

人として反省しつつ、申し上げざるを得ないと思います。 

 加えて、この会議の結果について、例えば教育委員会が改めて受け止

めて、これを尊重する責務があるわけですが、どのように具体的に施策

に落としていけるか、教育委員会の定例会などの場で、きちんと受け止

めなければいけなかったけれど、はっきり申し上げてそれは一切できて

いなかったということは言わざるを得ないと思います。 

 そういう意味で、教育行政を担う教育委員会、教育長を含めてです

が、資質の向上というか、地教行法であるとか、法律を受け止めて対応

していくことが欠けていたのではないかということを、反省の大きな問

題として提起させていただきたいと思います。 

 教育長、教育委員の資質の向上と同時に、それを具体的に受け止めて

いくのは教育委員会の事務局であり、加えて、教員の方々、教育の現場

を支えている方々も一体となって、静岡県教育行政を良くしていく努力

が、今以上に必要だろうと思います。 

 実は先日、大阪の府立高校で、30回にわたってブラスバンド、吹奏楽

コンクールの場で金賞を受賞されている丸谷先生の御講演があり、先生

のメッセージの中で非常に貴重なお話がありましたので、ここでも披露

させていただきます。要点としては、吹奏楽団の子供たちに対し、吹奏

楽の機関車として活動していくことが必要であるという話を出された上

で、その会合を主催した教育委員会に対して、教育行政を預かっている

者は教育長とか教育委員だけではなく、教育委員会を構成する多くの
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方々、一人一人が機関車として、教育行政を良くしていくことが必要だ

と主張されていたのだと、感じたのでありました。その際、重要なこと

は、方針、方向は共有すべきであるが、それに対する具体的な取組は、

一人一人てんでばらばらに知恵を出せば良いということもおっしゃられ

ました。これはとても重要なことだろうと思います。このようにする

と、間違いなく組織は活性化してくるだろうと思います。 

 そういう意味で、地教行法を具現化することと、あわせて憲法から始

まって、諸法令、条例に至るまで、やはりきちんと受け止めて、行政機

関である私たちも、やっぱりそれを基に仕事をやっていくことが必要だ

ったと思います。 

 最後に、松本幸四郎さんという著名な歌舞伎役者でございますけれ

ど、彼がある川柳を例に出し、自分の子供たちとの会話の中で、お互い

が自分の子供とも熾烈な闘いをするんだということで、「よく言った、

それをおまえがやってみろ」と、父と子供の間、あるいは社会の中でも

いろんな提言をしていくことの必要性を説き、その言ったことを本人が

ちゃんとそれを実現に供してみろという、上に立つ者の意識を語ったも

のであったろうと思います。このあたりの話を聞いて、今日最後にこの

お話を申し上げて、あり方検討会の座長としての努力はしたものの、な

かなか十分にいかなかったことをお詫び申し上げて、その解決策の一端

を申し上げたかと思いますが、それにて退任の御挨拶とさせていただき

ます。知事におかれては、よろしくお願いします。 

 

川 勝 知 事：  興先生におかれましては、静岡大学の学長をお務めになり、その後、

静岡県立でありますが、文化芸術大学の理事もお務めになりまして、常

に教育行政の文字どおりのプロとして、高い理想にあふれた御発言を一

貫して賜りましたことをありがたく厚く御礼を申し上げます。 

 また、これからも静岡県におきましては、原子力学術委員会の委員と

しても様々な御指導を賜わりたいと思いますが、先ほど言われましたよ

うに教育委員というものが、どれくらい重要な責任と権限をお持ちであ

るかということは、あらためて私も再認識をしたところであります。 

総合教育会議というのは、今、私は座長をしておりますが、もし座長

をしていなければこれは文字どおりの戦いになっていたかもしれませ

ん。しかし、そういうふうにしないように、社会との相違をどのように

持ってくるかということを、つまり私の個人的な感性とか意見とかいう

ものに支配されないようするにはどうしたら良いかという、それが、社

会総がかり、地域総ぐるみということで、今日、また一貫して総合教育

会議には実践委員会の委員長、もしくは副委員長にお越しいただき、そ

の場で、それまでの御意見を披露いただいて、意見を戦わしていただく

ということで、ただ、今、5時43分ですが、私もちょっと気になっていた

のですが、１時間半は短いと思っていたのです。実践委員会は2時間です

よね。実践委員会はもちろん人数がこの倍はいるわけですが、やっぱり
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一方的に言っていることをお聞きしている。お聞きしていることを執行

するということで、戦略監がおります。部長を束ねているものですね。

（各部長他の紹介） 

ですから、県をあげて皆様方の御意見をどのように執行できるかとい

うことで、これは皆様方、飾りとして執行を審議しているのではいけな

いのですね。お語りいただく時間と意見を戦わせる時間が不十分かもし

れないとも反省しています。だから、２時間とっておいて１時間半で終

わった場合はそれを延ばす必要はないとした方が良いかなと思った次第

であります。これまで、教育行政に関しまして、日本の文科省あるいは

科学技術庁の常にトップクラスを務めてこられました興先生には折りに

触れ、私どもに厳しい姿勢と励ましの言葉をいただきましてありがとう

ございました。心から御礼を申し上げたく存じます。ありがとうござい

ました。それでは、ここで事務局に進行をお返しいたします。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

皆様、長時間にわたり、ありがとうございました。 

次回、第４回総合教育会議は、来年３月13日の開催を予定しておりま

す。 

以上をもちまして、平成29年度第３回静岡県総合教育会議を終了いた

します。皆様、お疲れ様でございました。 

 

 


